
 
 

臨時休業延長のお知らせ 

 ４月２７日（月）に教育委員会より「すぐメール」でお知らせのとおり、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、５月７日（木）より５月３１日（日）まで、臨時休業が延長となりました。

６月１日（月）から学校再開となりますが、今後の状況によって変わるかもしれません。 

 また、本日配付しました「市立小中学校の臨時休業延長について」をご覧いただき、休業中の過

ごし方をお子さんとご確認ください。 

 今後の学校からの連絡は「すぐメール」および「ホームページ」等にて行います。 

臨時休業中の注意 

 １．自宅待機 

お子さんと家族、大切な方々の命を守るための感染拡大防止措置です。 

そのことをしっかりとお子さんと話し合っていただき、臨時休校中の過ごし方について確認

いただきますようお願いいたします。 

 ２．自宅学習 

内容は担任より学年だより等で別途お知らせします。 

午前中は、家で家庭学習を行うなど、学習習慣を崩さないようにしましょう。 

３．健康管理 

生活習慣を整え、十分な睡眠とバランスのとれた食事を心がけましょう。 

健康維持のための小中学校運動場開放は、午後 1時から 4時までです。ただし、外で過ごす

場合も３密を避け、大勢の人が集まったり、少人数でもくっついて遊んだりすることは控えま

しょう。また、マスクの着用など咳エチケットを守り、家に帰ったら手洗い・うがいを忘れず

に行いましょう。 

定期的に体温を測って体調を確認し、発熱や風邪の症状がある場合は、安静にして十分な休

養をとりましょう。次の症状があったら、四日市市保健所・三重県救急情報センターに電話し

てください。 
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・風邪症状や 37.5度以上の発熱が４日以上（基礎疾患のある子は２日以上）続いた場合 

・強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

      四日市市保健所     059-352-0594  （ 9:00～ 21:00） 

      三重県救急情報センター 059-229-1199  （21:00～翌 9:00） 

※ その際は学校にもご連絡ください。  



今後の予定について 

令和２年度の行事予定をホームページの４月２４日に掲載しましたが、さらに臨時休業が延期さ

れました。そのため、変更しなければいけない行事も出てきました。訂正後、再度掲載します。ま

た、保護者の皆様にも印刷したものを次回の配付時に入れさせていただきます。このような状況の

ため、行事が変更されたり、中止されたりすることが今後も考えられます。ご理解ください。 

４月１５日（水）から５月３１日（日）までの臨時休業に伴い、子どもたちの学習保障として、

以下のように変更させていただきます。 

１．長期休業期間の短縮 

〇１学期           ～ ７月３１日（金）終業式 

〇夏季休業  ８月 １日（土）～ ８月２３日（日） 

    補習日   ８月 ３日（月）～ ８月 ７日（金） 

〇２学期   ８月２４日（月）～１２月２５日（金）終業式 

〇冬季休業 １２月２６日（土）～ １月 ７日（木） 

〇３学期   １月 ８日（金）～  

※給食の開始終了期日を四日市市教育委員会が調整をしています。わかり次第、お知らせし

ます。 

 

 ２．行事に関して 

   〇1学期の個人懇談会⇒日程を調整中 

   〇水泳指導⇒中止 

   〇三泗小中学校科学展・社会科展⇒中止 

 

お知らせ 

 ５月１日（金）に四日市市教育委員会より、「家庭のインターネット等通信環境調査」について

すぐメールが配信されました。５月１０日（日）までに回答をお願いします。回答いただけなかっ

たご家庭には、学校より電話でお尋ねさせていただきますので、ご了承ください。 

 

  

【教職員の勤務体制について】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる緊急事態宣言を受けて、三重県でも「三重県緊急事態

措置」休業協力要請が出されました。その中には文教施設として学校も含まれています。 

四日市市内の小中学校の教職員も、在宅勤務や時差出勤等で、可能な範囲で全職員が出勤しない体

制を整えるよう、四日市市教育委員会から要請がありました。 

本校では、各学年で交代しながら、５割減の状況で勤務体制を整えています。 

つきましては、家庭学習等のお問い合わせ等は、該当の学年担任で対応させていただきます。また、

一時預かりにつきましても、勤務している職員での対応となります。 

ご理解ご協力をお願いいたします。 


